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①
 過硫酸塩

を
含

ま
な

い
製

品
 

別
表

１
−
１

 
酸

化
染

毛
剤

及
び

非
酸

化
染

毛
剤

【
一

般

用
製

品
】

 

別
表

１
−
２

 
酸

化
染

毛
剤

及
び

非
酸

化
染

毛
剤

【
業

務

用
製

品
】

 

別
表

２
−
１

 
脱

色
剤

・
脱

染
剤

【
一

般
用

製
品

】
 

別
表

２
−
２

 
脱

色
剤

・
脱

染
剤

【
業

務
用

製
品

】
 

別
表

４
−
１

 
単

独
で

流
通

す
る

酸
化

剤
（

第
２

剤
）【

一

般
用

製
品

】
 

別
表

４
−
２

 
単

独
で

流
通

す
る

酸
化

剤
（

第
２

剤
）【

業

務
用

製
品

】
 

［
正

面
］

 
［

正
面

］
 

［
正

面
］

 
［

正
面

］
 

［
正

面
］

 
［

正
面

］
 

○
ヘ

ア
カ

ラ
ー

で
か

ぶ
れ

た

こ
と

の
あ

る
方

は
絶

対
に

使

用
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 

○
ヘ

ア
カ

ラ
ー

は
ア

レ
ル

ギ

ー
反

応
を

お
こ

す
こ

と
が

あ

り
ま

す
。

 

○
皮

膚
ア

レ
ル

ギ
ー

試
験

（
パ

ッ
チ

テ
ス

ト
）

を
毎

回

必
ず

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

 

 

○
お

客
様

に
ヘ

ア
カ

ラ
ー

の

リ
ス

ク
と

皮
膚

ア
レ

ル
ギ

ー

試
験

（
パ

ッ
チ

テ
ス

ト
）

の
必

要
性

を
ご

説
明

く
だ

さ
い

。
 

○
ヘ

ア
カ

ラ
ー

で
か

ぶ
れ

た

こ
と

の
あ

る
方

に
は

絶
対

に

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

○
か

ぶ
れ

を
繰

り
返

す
と

【
重

篤
化

す
る

又
は

症
状

が

重
く

な
る

】
こ

と
が

あ
り

ま

す
。

 

 
 

 
 

［
正

面
以

外
］

 
［

正
面

以
外

］
 

［
正

面
以

外
］

 
［

正
面

以
外

］
 

［
正

面
以

外
］

 
［

正
面

以
外

］
 

 
 

 
 

○
酸

化
染

毛
剤

ま
た

は
脱

色

剤
・

脱
染

剤
の

第
１

剤
と

混

合
し

て
使

用
す

る
酸

化
剤

で

す
。

本
品

を
単

独
で

使
用

し

た
り

、
他

の
目

的
で

使
用

し

た
り

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

○
酸

化
染

毛
剤

ま
た

は
脱

色

剤
・

脱
染

剤
の

第
１

剤
と

混

合
し

て
使

用
す

る
酸

化
剤

で

す
。

本
品

を
単

独
で

使
用

し

た
り

、
他

の
目

的
で

使
用

し

た
り

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

○
ご

使
用

の
際

は
使

用
説

明

書
を

よ
く

読
ん

で
正

し
く

お

使
い

く
だ

さ
い

。
 

○
ご

使
用

の
際

は
使

用
説

明

書
を

よ
く

読
ん

で
正

し
く

お

使
い

く
だ

さ
い

。
 

○
ご

使
用

の
際

は
使

用
説

明

書
を

よ
く

読
ん

で
正

し
く

お

使
い

く
だ

さ
い

。
 

○
ご

使
用

の
際

は
使

用
説

明

書
を

よ
く

読
ん

で
正

し
く

お

使
い

く
だ

さ
い

。
 

○
必

ず
混

合
す

る
酸

化
染

毛

剤
ま

た
は

脱
色

剤
・

脱
染

剤

の
第

１
剤

に
添

付
の

説
明

書

を
よ

く
読

ん
で

正
し

く
お

使

い
く

だ
さ

い
。

 

○
必

ず
混

合
す

る
酸

化
染

毛

剤
ま

た
は

脱
色

剤
・

脱
染

剤

の
第

１
剤

に
添

付
の

説
明

書

を
よ

く
読

ん
で

正
し

く
お

使

い
く

だ
さ

い
。

 

 
○

本
品

は
業

務
用

で
す

。
 

 
○

本
品

は
業

務
用

で
す

。
 

 
○

本
品

は
業

務
用

で
す

。
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別
表

１
−
１

 
酸

化
染

毛
剤

及
び

非
酸

化
染

毛
剤

【
一

般

用
製

品
】

 

別
表

１
−
２

 
酸

化
染

毛
剤

及
び

非
酸

化
染

毛
剤

【
業

務

用
製

品
】

 

別
表

２
−
１

 
脱

色
剤

・
脱

染
剤

【
一

般
用

製
品

】
 

別
表

２
−
２

 
脱

色
剤

・
脱

染
剤

【
業

務
用

製
品

】
 

別
表

４
−
１

 
単

独
で

流
通

す
る

酸
化

剤
（

第
２

剤
）【

一

般
用

製
品

】
 

別
表

４
−
２

 
単

独
で

流
通

す
る

酸
化

剤
（

第
２

剤
）【

業

務
用

製
品

】
 

 
○

ヘ
ア

カ
ラ

ー
は

ま
れ

に

【
重

い
又

は
重

篤
な

】
ア

レ

ル
ギ

ー
反

応
を

お
こ

す
こ

と

が
あ

り
ま

す
。

 

 
 

 
 

○
次

の
方

は
使

用
し

な
い

で

く
だ

さ
い

。
 

○
次

の
方

に
は

使
用

し
な

い

で
く

だ
さ

い
。

 

○
次

の
方

は
使

用
し

な
い

で

く
だ

さ
い

。
 

○
次

の
方

に
は

使
用

し
な

い

で
く

だ
さ

い
。

 

 
 

・
今

ま
で

に
本

品
に

限
ら

ず

ヘ
ア

カ
ラ

ー
で

か
ぶ

れ
た

こ
と

の
あ

る
方

 

・
今

ま
で

に
染

毛
中

ま
た

は

直
後

に
気

分
の

悪
く

な
っ

た
こ

と
の

あ
る

方
 

・
皮

膚
ア

レ
ル

ギ
ー

試
験

（
パ

ッ
チ

テ
ス

ト
）

の
結

果
、

皮

膚
に

異
常

を
感

じ
た

方
 

・
今

ま
で

に
本

品
に

限
ら

ず

ヘ
ア

カ
ラ

ー
で

か
ぶ

れ
た

こ
と

の
あ

る
方

 

・
今

ま
で

に
染

毛
中

ま
た

は

直
後

に
気

分
の

悪
く

な
っ

た
こ

と
の

あ
る

方
 

・
皮

膚
ア

レ
ル

ギ
ー

試
験

（
パ

ッ
チ

テ
ス

ト
）

の
結

果
、

皮

膚
に

異
常

を
感

じ
た

方
 

 
 

 
 

・
頭

皮
あ

る
い

は
皮

膚
が

過

敏
な

状
態

に
な

っ
て

い
る

方
（

病
中

、
病

後
の

回
復

期
、

生
理

時
、

妊
娠

中
等

）
 

・
頭

、
顔

、
首

筋
に

は
れ

も
の

、

傷
、

皮
膚

病
が

あ
る

方
 

・
頭

皮
あ

る
い

は
皮

膚
が

過

敏
な

状
態

に
な

っ
て

い
る

方
（

病
中

、
病

後
の

回
復

期
、

生
理

時
、

妊
娠

中
等

）
 

・
頭

、
顔

、
首

筋
に

は
れ

も
の

、

傷
、

皮
膚

病
が

あ
る

方
 

・
頭

皮
あ

る
い

は
皮

膚
が

過

敏
な

状
態

に
な

っ
て

い
る

方
（

病
中

、
病

後
の

回
復

期
、

生
理

時
、

妊
娠

中
等

）
 

・
頭

、
顔

、
首

筋
に

は
れ

も
の

、

傷
、

皮
膚

病
が

あ
る

方
 

・
頭

皮
あ

る
い

は
皮

膚
が

過

敏
な

状
態

に
な

っ
て

い
る

方
（

病
中

、
病

後
の

回
復

期
、

生
理

時
、

妊
娠

中
等

）
 

・
頭

、
顔

、
首

筋
に

は
れ

も

の
、

傷
、

皮
膚

病
が

あ
る

方
 

 
 

・
腎

臓
病

、
血

液
疾

患
等

の
既

往
症

が
あ

る
方

 

・
体

調
不

良
の

症
状

が
持

続

す
る

方
（

微
熱

、
倦

怠
感

、

動
悸

、
息

切
れ

、
紫

斑
、

出

血
し

や
す

い
、

月
経

等
の

出

血
が

止
ま

り
に

く
い

等
）

 

・
腎

臓
病

、
血

液
疾

患
等

の
既

往
症

が
あ

る
方

 

・
体

調
不

良
の

症
状

が
持

続

す
る

方
（

微
熱

、
倦

怠
感

、

動
悸

、
息

切
れ

、
紫

斑
、

出

血
し

や
す

い
、

月
経

等
の

出
血

が
止

ま
り

に
く

い

等
）
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酸
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２
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色
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・
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染
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一
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用
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】
 

別
表

２
−
２

 
脱

色
剤

・
脱

染
剤

【
業

務
用

製
品

】
 

別
表

４
−
１

 
単

独
で

流
通

す
る

酸
化

剤
（

第
２

剤
）【

一

般
用

製
品

】
 

別
表

４
−
２

 
単

独
で

流
通

す
る

酸
化

剤
（

第
２

剤
）【

業

務
用

製
品

】
 

 
○

ご
使

用
の

際
に

は
使

用
説

明
書

に
し

た
が

い
、

毎
回

必

ず
染

毛
の

４
８

時
間

前
に

皮

膚
ア

レ
ル

ギ
ー

試
験

（
パ

ッ

チ
テ

ス
ト

）
を

し
て

く
だ

さ

い
。

 

 
 

 
 

 
○

ご
使

用
の

際
に

は
必

ず
適

切
な

手
袋

を
着

用
し

て
く

だ

さ
い

。
 

 
○

ご
使

用
の

際
に

は
必

ず
適

切
な

手
袋

を
着

用
し

て
く

だ

さ
い

。
 

 
○

ご
使

用
の

際
に

は
必

ず
適

切
な

手
袋

を
着

用
し

て
く

だ

さ
い

。
 

○
薬

液
や

洗
髪

時
の

洗
い

液

が
目

に
入

ら
な

い
よ

う
に

し

て
く

だ
さ

い
。

 

○
薬

液
や

洗
髪

時
の

洗
い

液

が
目

に
入

ら
な

い
よ

う
に

し

て
く

だ
さ

い
。

 

○
薬

液
や

洗
髪

時
の

洗
い

液

が
目

に
入

ら
な

い
よ

う
に

し

て
く

だ
さ

い
。

 

○
薬

液
や

洗
髪

時
の

洗
い

液

が
目

に
入

ら
な

い
よ

う
に

し

て
く

だ
さ

い
。

 

 
 

○
眉

毛
、

ま
つ

毛
に

は
使

用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

○
眉

毛
、

ま
つ

毛
に

は
使

用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

○
眉

毛
、

ま
つ

毛
に

は
使

用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

○
眉

毛
、

ま
つ

毛
に

は
使

用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

○
眉

毛
、

ま
つ

毛
に

は
使

用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

○
眉

毛
、

ま
つ

毛
に

は
使

用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

○
幼

小
児

の
手

の
届

か
な

い

と
こ

ろ
に

保
管

し
て

く
だ

さ

い
。

 

○
幼

小
児

の
手

の
届

か
な

い

と
こ

ろ
に

保
管

し
て

く
だ

さ

い
。

 

○
幼

小
児

の
手

の
届

か
な

い

と
こ

ろ
に

保
管

し
て

く
だ

さ

い
。

 

○
幼

小
児

の
手

の
届

か
な

い

と
こ

ろ
に

保
管

し
て

く
だ

さ

い
。

 

○
幼

小
児

の
手

の
届

か
な

い

と
こ

ろ
に

保
管

し
て

く
だ

さ

い
。

 

○
幼

小
児

の
手

の
届

か
な

い

と
こ

ろ
に

保
管

し
て

く
だ

さ

い
。

 

○
高

温
や

直
射

日
光

を
避

け

て
保

管
し

て
く

だ
さ

い
。

 

○
高

温
や

直
射

日
光

を
避

け

て
保

管
し

て
く

だ
さ

い
。

 

○
高

温
や

直
射

日
光

を
避

け

て
保

管
し

て
く

だ
さ

い
。

 

○
高

温
や

直
射

日
光

を
避

け

て
保

管
し

て
く

だ
さ

い
。

 

○
高

温
や

直
射

日
光

を
避

け

て
保

管
し

て
く

だ
さ

い
。

 

○
高

温
や

直
射

日
光

を
避

け

て
保

管
し

て
く

だ
さ

い
。
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 ②
 過硫酸塩

を
配

合
し

た
製

品
 

別
表
３
−
１

 
過

硫
酸

塩
を

配
合

し
た

脱
色

剤
・

脱
染

剤
【

一

般
用

製
品

】
 

別
表
３
−
２

 
過

硫
酸

塩
を

配
合

し
た

脱
色

剤
・

脱
染

剤
【

業

務
用

製
品

】
 

別
表

５
 

単
独

で
流

通
す

る
過

硫
酸

塩
を

配
合

し
た

酸
化

助

剤
【

業
務

用
製

品
】

 

［
正

面
］

 
［

正
面

］
 

［
正

面
］

 

 ○
過

硫
酸

塩
配

合
の

製
品

で
か

ぶ
れ

た
こ

と
の

あ
る

方
は

絶

対
に

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

○
本

品
は

過
硫

酸
塩

配
合

の
製

品
で

、
ア

レ
ル

ギ
ー

反
応

を

お
こ

す
こ

と
が

あ
り

ま
す

。
 

〇
お

客
様

に
過

硫
酸

塩
配

合
製

品
の

リ
ス

ク
を

ご
説

明
く

だ

さ
い

。
 

○
過

硫
酸

塩
配

合
の

製
品

で
か

ぶ
れ

た
こ

と
の

あ
る

方
に

は

絶
対

に
使

用
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 

○
本

品
は

過
硫

酸
塩

配
合

の
製

品
で

、
ア

レ
ル

ギ
ー

反
応

を

お
こ

す
こ

と
が

あ
り

ま
す

。
 

〇
お

客
様

に
過

硫
酸

塩
配

合
製

品
の

リ
ス

ク
を

ご
説

明
く

だ

さ
い

。
 

○
過

硫
酸

塩
配

合
の

製
品

で
か

ぶ
れ

た
こ

と
の

あ
る

方
に

は

絶
対

に
使

用
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 

○
本

品
は

過
硫

酸
塩

配
合

の
製

品
で

、
ア

レ
ル

ギ
ー

反
応

を

お
こ

す
こ

と
が

あ
り

ま
す

。
 

［
正

面
以

外
］

 
［

正
面

以
外

］
 

［
正

面
以

外
］

 

○
ご

使
用

の
際

は
使

用
説

明
書

を
よ

く
読

ん
で

正
し

く
お

使

い
く

だ
さ

い
。

 

○
ご

使
用

の
際

は
使

用
説

明
書

を
よ

く
読

ん
で

正
し

く
お

使

い
く

だ
さ

い
。

 

〇
ご

使
用

の
際

は
使

用
説

明
書

を
よ

く
読

ん
で

正
し

く
お

使

い
く

だ
さ

い
。

 

 
○

本
品

は
業

務
用

で
す

。
 

○
本

品
は

業
務

用
で

す
。

 

○
次

の
方

は
使

用
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 
○

次
の

方
に

は
使

用
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 
○

次
の

方
に

は
使

用
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 

・
今

ま
で

に
本

品
に

限
ら

ず
過

硫
酸

塩
配

合
の

製
品

で
か

ぶ

れ
た

こ
と

の
あ

る
方

 

・
今

ま
で

に
本

品
に

限
ら

ず
過

硫
酸

塩
配

合
の

製
品

で
か

ぶ

れ
た

こ
と

の
あ

る
方

 

・
今

ま
で

に
本

品
に

限
ら

ず
過

硫
酸

塩
配

合
の

製
品

で
か

ぶ

れ
た

こ
と

の
あ

る
方

 

・
過

硫
酸

塩
配

合
の

製
品

で
、

使
用

中
又

は
直

後
に

じ
ん

ま

疹
（

か
ゆ

み
、

発
疹

、
発

赤
）

あ
る

い
は

気
分

の
悪

さ

（
息

苦
し

さ
、

め
ま

い
等

）
を

経
験

し
た

こ
と

の
あ

る

方
 

・
過

硫
酸

塩
配

合
の

製
品

で
、

使
用

中
又

は
直

後
に

じ
ん

ま

疹
（

か
ゆ

み
、

発
疹

、
発

赤
）

あ
る

い
は

気
分

の
悪

さ

（
息

苦
し

さ
、

め
ま

い
等

）
を

経
験

し
た

こ
と

の
あ

る

方
 

・
過

硫
酸

塩
配

合
の

製
品

で
、

使
用

中
又

は
直

後
に

じ
ん

ま

疹
（

か
ゆ

み
、

発
疹

、
発

赤
）

あ
る

い
は

気
分

の
悪

さ

（
息

苦
し

さ
、

め
ま

い
等

）
を

経
験

し
た

こ
と

の
あ

る

方
 

・
頭

皮
あ

る
い

は
皮

膚
が

過
敏

な
状

態
に

な
っ

て
い

る
方

（
病

中
、

病
後

の
回

復
期

、
生

理
時

、
妊

娠
中

等
）

 

・
頭

皮
あ

る
い

は
皮

膚
が

過
敏

な
状

態
に

な
っ

て
い

る
方

（
病

中
、

病
後

の
回

復
期

、
生

理
時

、
妊

娠
中

等
）

 

・
頭

皮
あ

る
い

は
皮

膚
が

過
敏

な
状

態
に

な
っ

て
い

る
方

（
病

中
、

病
後

の
回

復
期

、
生

理
時

、
妊

娠
中

等
）

 

・
頭

、
顔

、
首

筋
に

、
は

れ
も

の
、

傷
、

皮
膚

病
が

あ
る

方
 

・
頭

、
顔

、
首

筋
に

、
は

れ
も

の
、

傷
、

皮
膚

病
が

あ
る

方
 

・
頭

、
顔

、
首

筋
に

、
は

れ
も

の
、

傷
、

皮
膚

病
が

あ
る

方
 

・
腎

臓
病

、
血

液
疾

患
等

の
既

往
症

が
あ

る
方

 
・

腎
臓

病
、

血
液

疾
患

等
の

既
往

症
が

あ
る

方
 

・
腎

臓
病

、
血

液
疾

患
等

の
既

往
症

が
あ

る
方

 

 
 

○
脱

色
剤

・
脱

染
剤

の
第

１
剤

、
第

２
剤

と
混

合
し

て
使

用

す
る

酸
化

助
剤

で
す

。
本

品
の

単
独

使
用

や
脱

色
・

脱
染

以

外
の

目
的

で
の

使
用

は
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。
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別
表
３
−
１

 
過

硫
酸

塩
を

配
合

し
た

脱
色

剤
・

脱
染

剤
【

一

般
用

製
品

】
 

別
表
３
−
２

 
過

硫
酸

塩
を

配
合

し
た

脱
色

剤
・

脱
染

剤
【

業

務
用

製
品

】
 

別
表

５
 

単
独

で
流

通
す

る
過

硫
酸

塩
を

配
合

し
た

酸
化

助

剤
【

業
務

用
製

品
】

 

 
○

ご
使

用
の

際
に

は
必

ず
適

切
な

手
袋

を
着

用
し

て
く

だ
さ

い
。

 

○
ご

使
用

の
際

に
は

必
ず

適
切

な
手

袋
を

着
用

し
て

く
だ

さ

い
。

 

○
薬

剤
や

洗
髪

時
の

洗
い

液
が

目
に

入
ら

な
い

よ
う

に
し

て

く
だ

さ
い

。
 

○
薬

剤
や

洗
髪

時
の

洗
い

液
が

目
に

入
ら

な
い

よ
う

に
し

て

く
だ

さ
い

。
 

 

○
眉

毛
、

ま
つ

毛
に

は
使

用
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 
○

眉
毛

、
ま

つ
毛

に
は

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

○
眉

毛
、

ま
つ

毛
に

は
使

用
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 

○
幼

小
児

の
手

の
届

か
な

い
と

こ
ろ

に
保

管
し

て
く

だ
さ

い
。

 

○
幼

小
児

の
手

の
届

か
な

い
と

こ
ろ

に
保

管
し

て
く

だ
さ

い
。

 

○
幼

小
児

の
手

の
届

か
な

い
と

こ
ろ

に
保

管
し

て
く

だ
さ

い
。

 

○
高

温
や

直
射

日
光

を
さ

け
て

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
 

○
高

温
や

直
射

日
光

を
さ

け
て

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
 

○
高

温
や

直
射

日
光

を
さ

け
て

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 



 

1
 

外
箱

自
主

基
準

 
令

和
３

年
自

主
基

準
別

表
／

平
成

2
8

年
自

主
基

準
別

記
対

比
表

 
（

参
考

資
料

）
 

 

令
和

３
年

自
主

基
準

 
平

成
2
8

年
自

主
基

準
 

コ
メ

ン
ト

 

別
表
１
−
１

 
酸

化
染

毛
剤

及
び

非
酸

化
染

毛
剤

【
一

般
用

製

品
】

 

別
記

１
 

酸
化

染
毛

剤
な

ら
び

に
非

酸
化

染
毛

剤
の

外
箱

（
個

装

箱
）

等
の

注
意

事
項

 

 

正
面

 
◎

正
面

部
分

 
（

注
１

）
 

（
注

１
）
は

、
細

則
第

２
条

２
及

び
第

３
条

１
、

２
、

３
で

規
定

 

 
一

般
用

製
品

 
「
⼀
般
⽤
製
品
」
は
、
別
表
１
−
１
表
題
へ
記

載
 

○
ヘ

ア
カ

ラ
ー

で
か

ぶ
れ

た
こ

と
の

あ
る

方
は

絶
対

に
使

用
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 

○
ヘ

ア
カ

ラ
ー

で
か

ぶ
れ

た
こ

と
の

あ
る

方
は

絶
対

に
使

用
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 

 

○
ヘ

ア
カ

ラ
ー

は
ア

レ
ル

ギ
ー

反
応

を
お

こ
す

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

 
○

ヘ
ア

カ
ラ

ー
は

ア
レ

ル
ギ

ー
反

応
を

お
こ

す
こ

と
が

あ
り

ま
す

。
 

 

○
皮

膚
ア

レ
ル

ギ
ー

試
験

（
パ

ッ
チ

テ
ス

ト
）

を
毎

回
必

ず
行

っ
て

く
だ

さ
い

。
 

○
皮

膚
ア

レ
ル

ギ
ー

試
験

（
パ

ッ
チ

テ
ス

ト
）

を
毎

回
必

ず
行

っ
て

く
だ

さ
い

。
 

 

正
面

以
外

 
◎

正
面

以
外

の
部

分
 

 

  

一
般

用
製

品
 

「
⼀
般
⽤
製
品
」
は
、
別
表
１
−
１
表
題
へ
記

載
 

○
ご

使
用

の
際

は
使

用
説

明
書

を
よ

く
読

ん
で

正
し

く
お

使
い

く
だ

さ
い

。
 

○
ご

使
用

の
際

は
使

用
説

明
書

を
よ

く
読

ん
で

正
し

く
お

使
い

く
だ

さ
い

。
（

注
３

）
 

（
注

3
）

は
、

細
則

第
４

条
３

で
規

定
 

○
次

の
方

は
使

用
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 
○

次
の

方
は

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

 

・
今

ま
で

に
本

品
に

限
ら

ず
ヘ

ア
カ

ラ
ー

で
か

ぶ
れ

た
こ

と
の

あ
る

方
 

・
今

ま
で

に
本

品
に

限
ら

ず
ヘ

ア
カ

ラ
ー

で
か

ぶ
れ

た
こ

と
の

あ
る

方
 

  

・
今

ま
で

に
染

毛
中

ま
た

は
直

後
に

気
分

の
悪

く
な

っ
た

こ
と

の
あ

る
方

 

・
今

ま
で

に
染

毛
中

ま
た

は
直

後
に

気
分

の
悪

く
な

っ
た

こ
と

の
あ

る
方

 

  

・
皮

膚
ア

レ
ル

ギ
ー

試
験

（
パ

ッ
チ

テ
ス

ト
）

の
結

果
、

皮
膚

に
異

常
を

感
じ

た
方

 

・
皮

膚
ア

レ
ル

ギ
ー

試
験

（
パ

ッ
チ

テ
ス

ト
）

の
結

果
、

皮
膚

に
異

常
を

感
じ

た
方

 

  

・
頭

皮
あ

る
い

は
皮

膚
が

過
敏

な
状

態
に

な
っ

て
い

る
方

（
病

中
、

病
後

の
回

復
期

、
生

理
時

、
妊

娠
中

等
）

 

・
頭

皮
あ

る
い

は
皮

膚
が

過
敏

な
状

態
に

な
っ

て
い

る
方

（
病

中
、

病
後

の
回

復
期

、
生

理
時

、
妊

娠
中

等
）
（

注
４

）
 

（
注

４
）

は
、

細
則

第
４

条
４

で
規

定
 

・
頭

、
顔

、
首

筋
に

は
れ

も
の

、
傷

、
皮

膚
病

が
あ

る
方

 
・

頭
、

顔
、

首
筋

に
は

れ
も

の
、

傷
、

皮
膚

病
が

あ
る

方
 

 



 

2
 

・
腎

臓
病

、
血

液
疾

患
等

の
既

往
症

が
あ

る
方

 
・

腎
臓

病
、

血
液

疾
患

等
の

既
往

症
が

あ
る

方
 

 

・
体

調
不

良
の

症
状

が
持

続
す

る
方

（
微

熱
、

倦
怠

感
、

動
悸

、
息

切
れ

、
紫

斑
、

出
血

し
や

す
い

、
月

経
等

の
出

血
が

止
ま

り
に

く

い
等

）
 

・
体

調
不

良
の

症
状

が
持

続
す

る
方

（
微

熱
、

倦
怠

感
、

動
悸

、
息

切
れ

、
紫

斑
、

出
血

し
や

す
い

、
月

経
等

の
出

血
が

止
ま

り
に

く

い
等

）
（

注
４

）
 

（
注

４
）

は
、

細
則

第
４

条
４

で
規

定
 

○
薬

液
や

洗
髪

時
の

洗
い

液
が

目
に

入
ら

な
い

よ
う

に
し

て
く

だ
さ

い
。

 

○
薬

液
や

洗
髪

時
の

洗
い

液
が

目
に

入
ら

な
い

よ
う

に
し

て
く

だ
さ

い
。

 

  

○
眉

毛
、

ま
つ

毛
に

は
使

用
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 
○

眉
毛

、
ま

つ
毛

に
は

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

 

○
幼

小
児

の
手

の
届

か
な

い
と

こ
ろ

に
保

管
し

て
く

だ
さ

い
。

 
○

幼
小

児
の

手
の

届
か

な
い

と
こ

ろ
に

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 

○
高

温
や

直
射

日
光

を
避

け
て

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
 

○
高

温
や

直
射

日
光

を
避

け
て

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
（

注
５

）
 

（
注

５
）

は
、

細
則

第
９

条
で

規
定

 

  

別
表
１
−
２

 
酸

化
染

毛
剤

及
び

非
酸

化
染

毛
剤

【
業

務
用

製
品

】
 

別
記

１
 

酸
化

染
毛

剤
な

ら
び

に
非

酸
化

染
毛

剤
の

外
箱

（
個

装
箱

）

等
の

注
意

事
項

 
 

正
面

 
◎

正
面

部
分

（
注

１
）

 
（

注
１

）
は

、
細

則
第

２
条

２
及

び
第

３
条

１
、

２
で

規
定

 

  

業
務

用
製

品
 

「
業
務
⽤
製
品
」
は
、
別
表
１
−
２
表
題
へ
記

載
 

○
お

客
様

に
ヘ

ア
カ

ラ
ー

の
リ

ス
ク

と
皮

膚
ア

レ
ル

ギ
ー

試
験

（
パ

ッ
チ

テ
ス

ト
）

の
必

要
性

を
ご

説
明

く
だ

さ
い

。
 

○
お

客
様

に
ヘ

ア
カ

ラ
ー

の
リ

ス
ク

と
皮

膚
ア

レ
ル

ギ
ー

試
験

（
パ

ッ
チ

テ
ス

ト
）

の
必

要
性

を
ご

説
明

く
だ

さ
い

。
 

  

○
ヘ

ア
カ

ラ
ー

で
か

ぶ
れ

た
こ

と
の

あ
る

方
に

は
絶

対
に

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

○
ヘ

ア
カ

ラ
ー

で
か

ぶ
れ

た
こ

と
の

あ
る

方
に

は
絶

対
に

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

  

○
か

ぶ
れ

を
繰

り
返

す
と

【
重

篤
化

す
る

又
は

症
状

が
重

く
な

る
】

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

 

○
か

ぶ
れ

を
繰

り
返

す
と

【
重

篤
化

す
る

又
は

症
状

が
重

く
な

る
】

こ
と

が
あ

り
ま

す
。
（

注
２

）
 

（
注

２
）

は
、

細
則

第
３

条
５

で
規

定
 

正
面

以
外

 
◎

正
面

以
外

の
部

分
 

 

 
業

務
用

製
品

 
「
業
務
⽤
製
品
」
は
、
別
表
１
−
２
表
題
へ
記

載
 

○
ご

使
用

の
際

は
使

用
説

明
書

を
よ

く
読

ん
で

正
し

く
お

使
い

く
だ

さ
い

。
 

○
ご

使
用

の
際

は
使

用
説

明
書

を
よ

く
読

ん
で

正
し

く
お

使
い

く
だ

さ
い

。
（

注
３

）
 

（
注

３
）

は
、

細
則

第
４

条
３

で
規

定
 

○
本

品
は

業
務

用
で

す
。

 
○

本
品

は
業

務
用

で
す

。
（

注
６

）
 

（
注

６
）

は
、

細
則

第
４

条
７

で
規

定
 



 

3
 

○
ヘ

ア
カ

ラ
ー

は
ま

れ
に

【
重

い
又

は
重

篤
な

】
ア

レ
ル

ギ
ー

反
応

を
お

こ
す

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

 

○
ヘ

ア
カ

ラ
ー

は
ま

れ
に

【
重

い
又

は
重

篤
な

】
ア

レ
ル

ギ
ー

反
応

を
お

こ
す

こ
と

が
あ

り
ま

す
。
（

注
７

）
 

（
注

７
）

は
、

細
則

第
４

条
1

0
で

規
定

 

○
次

の
方

に
は

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

○
次

の
方

に
は

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
※

 
※

は
、

細
則

第
７

条
１

(1
)、

２
で

規
定

 

・
今

ま
で

に
本

品
に

限
ら

ず
ヘ

ア
カ

ラ
ー

で
か

ぶ
れ

た
こ

と
の

あ
る

方
 

・
今

ま
で

に
本

品
に

限
ら

ず
ヘ

ア
カ

ラ
ー

で
か

ぶ
れ

た
こ

と
の

あ

る
方

 

  

・
今

ま
で

に
染

毛
中

ま
た

は
直

後
に

気
分

の
悪

く
な

っ
た

こ
と

の
あ

る
方

 

・
今

ま
で

に
染

毛
中

ま
た

は
直

後
に

気
分

の
悪

く
な

っ
た

こ
と

の
あ

る
方

 

  

・
皮

膚
ア

レ
ル

ギ
ー

試
験

（
パ

ッ
チ

テ
ス

ト
）

の
結

果
、

皮
膚

に
異

常
を

感
じ

た
方

 

・
皮

膚
ア

レ
ル

ギ
ー

試
験

（
パ

ッ
チ

テ
ス

ト
）

の
結

果
、

皮
膚

に
異

常
を

感
じ

た
方

 

  

・
頭

皮
あ

る
い

は
皮

膚
が

過
敏

な
状

態
に

な
っ

て
い

る
方

（
病

中
、

病
後

の
回

復
期

、
生

理
時

、
妊

娠
中

等
）

 

・
頭

皮
あ

る
い

は
皮

膚
が

過
敏

な
状

態
に

な
っ

て
い

る
方

（
病

中
、

病
後

の
回

復
期

、
生

理
時

、
妊

娠
中

等
）
（

注
４

）
 

（
注

４
）

は
、

細
則

第
４

条
４

で
規

定
 

・
頭

、
顔

、
首

筋
に

は
れ

も
の

、
傷

、
皮

膚
病

が
あ

る
方

 
・

頭
、

顔
、

首
筋

に
は

れ
も

の
、

傷
、

皮
膚

病
が

あ
る

方
 

 

・
腎

臓
病

、
血

液
疾

患
等

の
既

往
症

が
あ

る
方

 
・

腎
臓

病
、

血
液

疾
患

等
の

既
往

症
が

あ
る

方
 

 

・
体

調
不

良
の

症
状

が
持

続
す

る
方

（
微

熱
、

倦
怠

感
、

動
悸

、
息

切
れ

、
紫

斑
、

出
血

し
や

す
い

、
月

経
等

の
出

血
が

止
ま

り
に

く

い
等

）
 

・
体

調
不

良
の

症
状

が
持

続
す

る
方

（
微

熱
、

倦
怠

感
、

動
悸

、
息

切
れ

、
紫

斑
、

出
血

し
や

す
い

、
月

経
等

の
出

血
が

止
ま

り
に

く

い
等

）
（

注
４

）
 

（
注

４
）

は
、

細
則

第
４

条
４

で
規

定
 

○
ご

使
用

の
際

に
は

使
用

説
明

書
に

し
た

が
い

、
毎

回
必

ず
染

毛
の

４
８

時
間

前
に

皮
膚

ア
レ

ル
ギ

ー
試

験
（

パ
ッ

チ
テ

ス
ト

）
を

し

て
く

だ
さ

い
。

 

○
ご

使
用

の
際

に
は

使
用

説
明

書
に

し
た

が
い

、
毎

回
必

ず
染

毛
の

４
８

時
間

前
に

皮
膚

ア
レ

ル
ギ

ー
試

験
（

パ
ッ

チ
テ

ス
ト

）
を

し

て
く

だ
さ

い
。

 

   

○
ご

使
用

の
際

に
は

必
ず

適
切

な
手

袋
を

着
用

し
て

く
だ

さ
い

。
 

○
ご

使
用

の
際

に
は

必
ず

適
切

な
手

袋
を

着
用

し
て

く
だ

さ
い

。
※

 
※

は
、

細
則

第
７

条
１

(1
)、

２
で

規
定

 

○
薬

液
や

洗
髪

時
の

洗
い

液
が

目
に

入
ら

な
い

よ
う

に
し

て
く

だ
さ

い
。

 

○
薬

液
や

洗
髪

時
の

洗
い

液
が

目
に

入
ら

な
い

よ
う

に
し

て
く

だ
さ

い
。

※
 

※
は

、
細

則
第

７
条

１
(1

)、
２

で
規

定
 

 

○
眉

毛
、

ま
つ

毛
に

は
使

用
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 
○

眉
毛

、
ま

つ
毛

に
は

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
※

 
※

は
、

細
則

第
７

条
１

(1
)、

２
で

規
定

 

○
幼

小
児

の
手

の
届

か
な

い
と

こ
ろ

に
保

管
し

て
く

だ
さ

い
。

 
○

幼
小

児
の

手
の

届
か

な
い

と
こ

ろ
に

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
※

 
※

は
、

細
則

第
７

条
１

(1
)、

２
で

規
定

 

○
高

温
や

直
射

日
光

を
避

け
て

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
 

○
高

温
や

直
射

日
光

を
避

け
て

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
※

 
（

注
５

）
 

※
は

、
細

則
第

７
条

１
(1

)、
２

で
規

定
 

（
注

5
）

は
、

細
則

第
９

条
で

規
定
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別
表
２
−
１

 
脱

色
剤

・
脱

染
剤

【
一

般
用

製
品

】
 

別
記

２
 

脱
色

剤
・

脱
染

剤
酸

化
剤

な
ら

び
に

酸
化

助
剤

の
外

箱
（

個

装
箱

）
等

の
注

意
事

項
 

 

 
◎

脱
色

剤
・

脱
染

剤
 

 

 
一

般
用

製
品

 
「
⼀
般
⽤
製
品
」
は
、
別
表
２
−
１
表
題
へ
記

載
 

正
面

以
外

 
 

 

○
ご

使
用

の
際

は
使

用
説

明
書

を
よ

く
読

ん
で

正
し

く
お

使
い

く
だ

さ
い

。
 

○
ご

使
用

の
際

は
使

用
説

明
書

を
よ

く
読

ん
で

正
し

く
お

使
い

く
だ

さ
い

。
（

注
１

）
 

（
注

１
）

は
、

細
則

第
４

条
３

で
規

定
 

○
次

の
方

は
使

用
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 
○

次
の

方
は

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

 

・
頭

皮
あ

る
い

は
皮

膚
が

過
敏

な
状

態
に

な
っ

て
い

る
方

（
病

中
、

病
後

の
回

復
期

、
生

理
時

、
妊

娠
中

等
）

 

・
頭

皮
あ

る
い

は
皮

膚
が

過
敏

な
状

態
に

な
っ

て
い

る
方

（
病

中
、

病
後

の
回

復
期

、
生

理
時

、
妊

娠
中

等
）
（

注
２

）
 

（
注

２
）

は
、

細
則

第
４

条
４

で
規

定
 

・
頭

、
顔

、
首

筋
に

は
れ

も
の

、
傷

、
皮

膚
病

が
あ

る
方

 
・

頭
、

顔
、

首
筋

に
は

れ
も

の
、

傷
、

皮
膚

病
が

あ
る

方
 

 

○
薬

液
や

洗
髪

時
の

洗
い

液
が

目
に

入
ら

な
い

よ
う

に
し

て
く

だ
さ

い
。

 

○
薬

液
や

洗
髪

時
の

洗
い

液
が

目
に

入
ら

な
い

よ
う

に
し

て
く

だ
さ

い
。

 

  

○
眉

毛
、

ま
つ

毛
に

は
使

用
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 
○

眉
毛

、
ま

つ
毛

に
は

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

 

○
幼

小
児

の
手

の
届

か
な

い
と

こ
ろ

に
保

管
し

て
く

だ
さ

い
。

 
○

幼
小

児
の

手
の

届
か

な
い

と
こ

ろ
に

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 

○
高

温
や

直
射

日
光

を
避

け
て

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
 

○
高

温
や

直
射

日
光

を
避

け
て

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
（

注
３

）
 

（
注

３
）

は
、

細
則

第
９

条
で

規
定

 

  別
表
２
−
２

 
脱

色
剤

・
脱

染
剤

【
業

務
用

製
品

】
 

別
記

２
 

脱
色

剤
・

脱
染

剤
酸

化
剤

な
ら

び
に

酸
化

助
剤

の
外

箱
（

個

装
箱

）
等

の
注

意
事

項
 

 

 
◎

脱
色

剤
・

脱
染

剤
 

 

 
業

務
用

製
品

 
「
業
務
⽤
製
品
」
は
、
別
表
２
−
２
表
題
へ
記

載
 

正
面

以
外

 
 

 

○
ご

使
用

の
際

は
使

用
説

明
書

を
よ

く
読

ん
で

正
し

く
お

使
い

く
だ

さ
い

。
 

○
ご

使
用

の
際

は
使

用
説

明
書

を
よ

く
読

ん
で

正
し

く
お

使
い

く
だ

さ
い

。
（

注
１

）
 

（
注

１
）

は
、

細
則

第
４

条
３

で
規

定
 

○
本

品
は

業
務

用
で

す
。

 
○

本
品

は
業

務
用

で
す

。
（

注
４

）
 

（
注

４
）

は
、

細
則

第
４

条
７

で
規

定
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○
次

の
方

に
は

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

○
次

の
方

に
は

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
※

 
※

は
、

細
則

第
７

条
１

(2
)、

２
で

規
定

 

・
頭

皮
あ

る
い

は
皮

膚
が

過
敏

な
状

態
に

な
っ

て
い

る
方

（
病

中
、

病
後

の
回

復
期

、
生

理
時

、
妊

娠
中

等
）

 

・
頭

皮
あ

る
い

は
皮

膚
が

過
敏

な
状

態
に

な
っ

て
い

る
方

（
病

中
、

病
後

の
回

復
期

、
生

理
時

、
妊

娠
中

等
）
（

注
２

）
 

（
注

２
）

は
、

細
則

第
４

条
４

で
規

定
 

・
頭

、
顔

、
首

筋
に

は
れ

も
の

、
傷

、
皮

膚
病

が
あ

る
方

 
・

頭
、

顔
、

首
筋

に
は

れ
も

の
、

傷
、

皮
膚

病
が

あ
る

方
 

 

○
ご

使
用

の
際

に
は

必
ず

適
切

な
手

袋
を

着
用

し
て

く
だ

さ
い

。
 

○
ご

使
用

の
際

に
は

必
ず

適
切

な
手

袋
を

着
用

し
て

く
だ

さ
い

。
※

 
※

は
、

細
則

第
７

条
１

(2
)、

２
で

規
定

 

○
薬

液
や

洗
髪

時
の

洗
い

液
が

目
に

入
ら

な
い

よ
う

に
し

て
く

だ
さ

い
。

 

○
薬

液
や

洗
髪

時
の

洗
い

液
が

目
に

入
ら

な
い

よ
う

に
し

て
く

だ
さ

い
。

※
 

※
は

、
細

則
第

７
条

１
(2

)、
２

で
規

定
 

○
眉

毛
、

ま
つ

毛
に

は
使

用
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 
○

眉
毛

、
ま

つ
毛

に
は

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
※

 
※

は
、

細
則

第
７

条
１

(2
)、

２
で

規
定

 

○
幼

小
児

の
手

の
届

か
な

い
と

こ
ろ

に
保

管
し

て
く

だ
さ

い
。

 
○

幼
小

児
の

手
の

届
か

な
い

と
こ

ろ
に

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
※

 
※

は
、

細
則

第
７

条
１

(2
)、

２
で

規
定

 

○
高

温
や

直
射

日
光

を
避

け
て

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
 

○
高

温
や

直
射

日
光

を
避

け
て

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
※

 
（

注
３

）
 

※
は

、
細

則
第

７
条

１
(2

)、
２

で
規

定
 

（
注

３
）

は
、

第
９

条
で

規
定

 

  

別
表
３
−
１

 
過

硫
酸

塩
を

配
合

し
た

脱
色

剤
・

脱
染

剤
【

一
般

用

製
品

】
 

別
記

２
 

脱
色

剤
・

脱
染

剤
酸

化
剤

な
ら

び
に

酸
化

助
剤

の
外

箱
（

個

装
箱

）
等

の
注

意
事

項
 

 

 
◎

過
硫

酸
塩

を
配

合
し

た
脱

色
剤

・
脱

染
剤

 
 

  

一
般

用
製

品
 

「
⼀
般
⽤
製
品
」
は
、
別
表
３
−
１
表
題
へ
記

載
 

正
面

 
 

 

○
過

硫
酸

塩
配

合
の

製
品

で
か

ぶ
れ

た
こ

と
の

あ
る

方
は

絶
対

に
使

用
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 

○
本

品
は

過
硫

酸
塩

配
合

の
製

品
で

、
ア

レ
ル

ギ
ー

反
応

を
お

こ
す

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

 

 
新

た
に

正
面

へ
の

注
意

事
項

を
追

加
 

細
則

第
３

条
１

、
２

、
３

で
規

定
 

 

正
面

以
外

 
 

 

○
ご

使
用

の
際

は
使

用
説

明
書

を
よ

く
読

ん
で

正
し

く
お

使
い

く
だ

さ
い

。
 

○
ご

使
用

の
際

は
使

用
説

明
書

を
よ

く
読

ん
で

正
し

く
お

使
い

く
だ

さ
い

。
（

注
１

）
 

（
注

１
）

は
、

細
則

第
４

条
３

で
規

定
 

  

○
過

硫
酸

塩
配

合
 

「
過

硫
酸

塩
配

合
」

は
、

正
面

へ
の

新
た

な
注

意
事

項
に

記
載

し
た

こ
と

か
ら

削
除

 

○
次

の
方

は
使

用
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 
○

次
の

方
は

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
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・
今

ま
で

に
本

品
に

限
ら

ず
過

硫
酸

塩
配

合
の

製
品

で
か

ぶ
れ

た
こ

と
の

あ
る

方
 

・
今

ま
で

に
本

品
に

限
ら

ず
過

硫
酸

塩
配

合
の

脱
色

剤
で

か
ぶ

れ
た

こ
と

の
あ

る
方

 

  

・
過

硫
酸

塩
配

合
の

製
品

で
、

使
用

中
又

は
直

後
に

じ
ん

ま
疹

（
か

ゆ
み

、
発

疹
、

発
赤

）
あ

る
い

は
気

分
の

悪
さ

（
息

苦
し

さ
、

め

ま
い

等
）

を
経

験
し

た
こ

と
の

あ
る

方
 

・
今

ま
で

に
使

用
中

ま
た

は
直

後
に

気
分

の
悪

く
な

っ
た

こ
と

の
あ

る
方

 

 

   

・
頭

皮
あ

る
い

は
皮

膚
が

過
敏

な
状

態
に

な
っ

て
い

る
方

（
病

中
、

病
後

の
回

復
期

、
生

理
時

、
妊

娠
中

等
）

 

・
頭

皮
あ

る
い

は
皮

膚
が

過
敏

な
状

態
に

な
っ

て
い

る
方

（
病

中
、

病
後

の
回

復
期

、
生

理
時

、
妊

娠
中

等
）
（

注
２

）
 

（
注

２
）

は
、

細
則

第
４

条
４

で
規

定
 

・
頭

、
顔

、
首

筋
に

、
は

れ
も

の
、

傷
、

皮
膚

病
が

あ
る

方
 

・
頭

、
顔

、
首

筋
に

は
れ

も
の

、
傷

、
皮

膚
病

が
あ

る
方

 
 

・
腎

臓
病

、
血

液
疾

患
等

の
既

往
症

が
あ

る
方

 
 

 

○
薬

剤
や

洗
髪

時
の

洗
い

液
が

目
に

入
ら

な
い

よ
う

に
し

て
く

だ
さ

い
。

 

○
薬

液
や

洗
髪

時
の

洗
い

液
が

目
に

入
ら

な
い

よ
う

に
し

て
く

だ
さ

い
。

 

  

○
眉

毛
、

ま
つ

毛
に

は
使

用
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 
○

眉
毛

、
ま

つ
毛

に
は

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

 

○
幼

小
児

の
手

の
届

か
な

い
と

こ
ろ

に
保

管
し

て
く

だ
さ

い
。

 
○

幼
小

児
の

手
の

届
か

な
い

と
こ

ろ
に

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 

○
高

温
や

直
射

日
光

を
さ

け
て

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
 

○
高

温
や

直
射

日
光

を
避

け
て

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
（

注
３

）
 

（
注

３
）

は
、

細
則

第
９

条
で

規
定

 

  

別
表
３
−
２

 
過

硫
酸

塩
を

配
合

し
た

脱
色

剤
・

脱
染

剤
【

業
務

用

製
品

】
 

別
記

２
 

脱
色

剤
・

脱
染

剤
酸

化
剤

な
ら

び
に

酸
化

助
剤

の
外

箱
（

個

装
箱

）
等

の
注

意
事

項
 

 

 
◎

過
硫

酸
塩

を
配

合
し

た
脱

色
剤

・
脱

染
剤

 
 

  

業
務

用
製

品
 

「
業
務
⽤
製
品
」
は
、
別
表
３
−
２
表
題
へ
記

載
 

正
面

 
 

 

〇
お

客
様

に
過

硫
酸

塩
配

合
製

品
の

リ
ス

ク
を

ご
説

明
く

だ
さ

い
。

 

○
過

硫
酸

塩
配

合
の

製
品

で
か

ぶ
れ

た
こ

と
の

あ
る

方
に

は
絶

対
に

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

○
本

品
は

過
硫

酸
塩

配
合

の
製

品
で

、
ア

レ
ル

ギ
ー

反
応

を
お

こ
す

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

 

 
新

た
に

正
面

へ
の

注
意

事
項

を
追

加
 

細
則

第
３

条
１

、
２

で
規

定
 

正
面

以
外

 
 

 

○
ご

使
用

の
際

は
使

用
説

明
書

を
よ

く
読

ん
で

正
し

く
お

使
い

く
だ

○
ご

使
用

の
際

は
使

用
説

明
書

を
よ

く
読

ん
で

正
し

く
お

使
い

く
だ

（
注

１
）

は
細

則
第

４
条

３
で

規
定
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さ
い

。
 

さ
い

。
（

注
１

）
 

  

○
過

硫
酸

塩
配

合
 

「
過

硫
酸

塩
配

合
」

は
、

正
面

へ
の

新
た

な
注

意
事

項
に

記
載

し
た

こ
と

か
ら

削
除

 

○
本

品
は

業
務

用
で

す
。

 
○

本
品

は
業

務
用

で
す

。
（

注
４

）
 

（
注

４
）

は
、

細
則

第
４

条
７

で
規

定
 

○
次

の
方

に
は

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

○
次

の
方

に
は

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
※

 
※

は
、

細
則

第
７

条
１

(3
)、

２
で

規
定

 

・
今

ま
で

に
本

品
に

限
ら

ず
過

硫
酸

塩
配

合
の

製
品

で
か

ぶ
れ

た
こ

と
の

あ
る

方
 

・
今

ま
で

に
本

品
に

限
ら

ず
過

硫
酸

塩
配

合
の

脱
色

剤
で

か
ぶ

れ
た

こ
と

の
あ

る
方

 

 

・
過

硫
酸

塩
配

合
の

製
品

で
、

使
用

中
又

は
直

後
に

じ
ん

ま
疹

（
か

ゆ
み

、
発

疹
、

発
赤

）
あ

る
い

は
気

分
の

悪
さ

（
息

苦
し

さ
、

め

ま
い

等
）

を
経

験
し

た
こ

と
の

あ
る

方
 

・
今

ま
で

に
使

用
中

ま
た

は
直

後
に

気
分

の
悪

く
な

っ
た

こ
と

の
あ

る
方

 

 

・
頭

皮
あ

る
い

は
皮

膚
が

過
敏

な
状

態
に

な
っ

て
い

る
方

（
病

中
、

病
後

の
回

復
期

、
生

理
時

、
妊

娠
中

等
）

 

・
頭

皮
あ

る
い

は
皮

膚
が

過
敏

な
状

態
に

な
っ

て
い

る
方

（
病

中
、

病
後

の
回

復
期

、
生

理
時

、
妊

娠
中

等
）
（

注
２

）
 

（
注

２
）

は
、

細
則

第
４

条
４

で
規

定
 

・
頭

、
顔

、
首

筋
に

、
は

れ
も

の
、

傷
、

皮
膚

病
が

あ
る

方
 

・
頭

、
顔

、
首

筋
に

は
れ

も
の

、
傷

、
皮

膚
病

が
あ

る
方

 
 

・
腎

臓
病

、
血

液
疾

患
等

の
既

往
症

が
あ

る
方

 
 

 

○
ご

使
用

の
際

に
は

必
ず

適
切

な
手

袋
を

着
用

し
て

く
だ

さ
い

。
 

○
ご

使
用

の
際

に
は

必
ず

適
切

な
手

袋
を

着
用

し
て

く
だ

さ
い

。
※

 
※

は
細

則
第

７
条

１
(3

)、
２

で
規

定
 

○
薬

剤
や

洗
髪

時
の

洗
い

液
が

目
に

入
ら

な
い

よ
う

に
し

て
く

だ
さ

い
。

 

○
薬

液
や

洗
髪

時
の

洗
い

液
が

目
に

入
ら

な
い

よ
う

に
し

て
く

だ
さ

い
。

※
 

※
は

細
則

第
７

条
１

(3
)、

２
で

規
定

 

○
眉

毛
、

ま
つ

毛
に

は
使

用
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 
○

眉
毛

、
ま

つ
毛

に
は

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
※

 
※

は
細

則
第

７
条

１
(3

)、
２

で
規

定
 

○
幼

小
児

の
手

の
届

か
な

い
と

こ
ろ

に
保

管
し

て
く

だ
さ

い
。

 
○

幼
小

児
の

手
の

届
か

な
い

と
こ

ろ
に

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
※

 
※

は
細

則
第

７
条

１
(3

)、
２

で
規

定
 

○
高

温
や

直
射

日
光

を
さ

け
て

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
 

○
高

温
や

直
射

日
光

を
避

け
て

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
※

 
（

注
３

）
 

※
は

細
則

第
７

条
１

(3
)、

２
で

規
定

 

（
注

３
）

は
、

第
９

条
で

規
定

 

  

別
表
４
−
１

 
単

独
で

流
通

す
る

酸
化

剤
（

第
２

剤
）【

一
般

用
製

品
】

 
別

記
２

 
脱

色
剤

・
脱

染
剤

酸
化

剤
な

ら
び

に
酸

化
助

剤
の

外
箱
（

個

装
箱

）
等

の
注

意
事

項
 

 

 
◎

単
独

で
販

売
さ

れ
る

酸
化

剤
（

第
２

剤
）

 
 

 
一

般
用

製
品

 
「
⼀
般
⽤
製
品
」
は
、
別
表
４
−
１
表
題
へ
記

載
 

正
面

以
外
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○
酸

化
染

毛
剤

ま
た

は
脱

色
剤

・
脱

染
剤

の
第

１
剤

と
混

合
し

て
使

用
す

る
酸

化
剤

で
す

。
本

品
を

単
独

で
使

用
し

た
り

、
他

の
目

的

で
使

用
し

た
り

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

○
酸

化
染

毛
剤

ま
た

は
脱

色
剤

・
脱

染
剤

の
第

１
剤

と
混

合
し

て
使

用
す

る
酸

化
剤

で
す

。
本

品
を

単
独

で
使

用
し

た
り

、
他

の
目

的

で
使

用
し

た
り

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
（

注
５

）
 

（
注

５
）

は
、

細
則

第
４

条
５

で
規

定
 

○
必

ず
混

合
す

る
酸

化
染

毛
剤

ま
た

は
脱

色
剤

・
脱

染
剤

の
第

１
剤

に
添

付
の

説
明

書
を

よ
く

読
ん

で
正

し
く

お
使

い
く

だ
さ

い
。

 

 

○
必

ず
混

合
す

る
酸

化
染

毛
剤

ま
た

は
脱

色
剤

・
脱

染
剤

の
第

１
剤

に
添

付
の

説
明

書
を

よ
く

読
ん

で
正

し
く

お
使

い
く

だ
さ

い
。（

注

５
）

 

（
注

５
）

は
、

細
則

第
４

条
５

で
規

定
 

○
眉

毛
、

ま
つ

毛
に

は
使

用
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 
○

眉
毛

、
ま

つ
毛

に
は

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

 

○
幼

小
児

の
手

の
届

か
な

い
と

こ
ろ

に
保

管
し

て
く

だ
さ

い
。

 
○

幼
小

児
の

手
の

届
か

な
い

と
こ

ろ
に

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 

○
高

温
や

直
射

日
光

を
避

け
て

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
 

○
高

温
や

直
射

日
光

を
避

け
て

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
（

注
３

）
 

（
注

３
）

は
、

細
則

第
９

条
で

規
定

 

  

別
表
４
−
２

 
単

独
で

流
通

す
る

酸
化

剤
（

第
２

剤
）【

業
務

用
製

品
】

 
別

記
２

 
脱

色
剤

・
脱

染
剤

酸
化

剤
な

ら
び

に
酸

化
助

剤
の

外
箱
（

個

装
箱

）
等

の
注

意
事

項
 

 

 
◎

単
独

で
販

売
さ

れ
る

酸
化

剤
（

第
２

剤
）

 
 

 
業

務
用

製
品

 
「
業
務
⽤
製
品
」
は
、
別
表
４
−
２
表
題
へ
記

載
 

正
面

以
外

 
 

 

○
酸

化
染

毛
剤

ま
た

は
脱

色
剤

・
脱

染
剤

の
第

１
剤

と
混

合
し

て
使

用
す

る
酸

化
剤

で
す

。
本

品
を

単
独

で
使

用
し

た
り

、
他

の
目

的

で
使

用
し

た
り

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

○
酸

化
染

毛
剤

ま
た

は
脱

色
剤

・
脱

染
剤

の
第

１
剤

と
混

合
し

て
使

用
す

る
酸

化
剤

で
す

。
本

品
を

単
独

で
使

用
し

た
り

、
他

の
目

的

で
使

用
し

た
り

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
（

注
５

）
 

（
注

５
）

は
、

細
則

第
４

条
５

で
規

定
 

○
必

ず
混

合
す

る
酸

化
染

毛
剤

ま
た

は
脱

色
剤

・
脱

染
剤

の
第

１
剤

に
添

付
の

説
明

書
を

よ
く

読
ん

で
正

し
く

お
使

い
く

だ
さ

い
。

 

 

○
必

ず
混

合
す

る
酸

化
染

毛
剤

ま
た

は
脱

色
剤

・
脱

染
剤

の
第

１
剤

に
添

付
の

説
明

書
を

よ
く

読
ん

で
正

し
く

お
使

い
く

だ
さ

い
。（

注

５
）

 

（
注

５
）

は
、

細
則

第
４

条
５

で
規

定
 

○
本

品
は

業
務

用
で

す
。

 
○

本
品

は
業

務
用

で
す

。
（

注
４

）
 

（
注

４
）

は
、

細
則

第
４

条
７

で
規

定
 

○
ご

使
用

の
際

に
は

必
ず

適
切

な
手

袋
を

着
用

し
て

く
だ

さ
い

。
 

○
ご

使
用

の
際

に
は

必
ず

適
切

な
手

袋
を

着
用

し
て

く
だ

さ
い

。
※

 
※

は
、

細
則

第
７

条
１

(4
)、

２
で

規
定

 

○
眉

毛
、

ま
つ

毛
に

は
使

用
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 
○

眉
毛

、
ま

つ
毛

に
は

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
※

 
※

は
、

細
則

第
７

条
１

(4
)、

２
で

規
定

 

○
幼

小
児

の
手

の
届

か
な

い
と

こ
ろ

に
保

管
し

て
く

だ
さ

い
。

 
○

幼
小

児
の

手
の

届
か

な
い

と
こ

ろ
に

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
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○
高

温
や

直
射

日
光

を
避

け
て

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
 

○
高

温
や

直
射

日
光

を
避

け
て

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
（

注
３

）
 

（
注

３
）

は
、

細
則

第
９

条
で

規
定

 

  

別
表

５
 

単
独

で
流

通
す

る
過

硫
酸

塩
を

配
合

し
た

酸
化

助
剤

【
業

務
用

製
品

】
 

別
記

２
 

脱
色

剤
・

脱
染

剤
酸

化
剤

な
ら

び
に

酸
化

助
剤

の
外

箱
（

個

装
箱

）
等

の
注

意
事

項
 

 

 
◎

単
独

で
販

売
さ

れ
る

過
硫

酸
塩

を
配

合
し

た
酸

化
助

剤
 

 

正
面

 
業

務
用

製
品

 
「

業
務

用
製

品
」

は
、

別
表

５
表

題
へ

記
載

 

〇
お

客
様

に
過

硫
酸

塩
配

合
製

品
の

リ
ス

ク
を

ご
説

明
く

だ
さ

い
。

 

○
過

硫
酸

塩
配

合
の

製
品

で
か

ぶ
れ

た
こ

と
の

あ
る

方
に

は
絶

対
に

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

○
本

品
は

過
硫

酸
塩

配
合

の
製

品
で

、
ア

レ
ル

ギ
ー

反
応

を
お

こ
す

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

 

 
新

た
に

正
面

へ
の

注
意

事
項

を
追

加
 

細
則

第
３

条
１

、
２

で
規

定
 

正
面

以
外

 
 

 

〇
ご

使
用

の
際

は
使

用
説

明
書

を
よ

く
読

ん
で

正
し

く
お

使
い

く
だ

さ
い

。
 

  

  

 
○

過
硫

酸
塩

配
合

 
「

過
硫

酸
塩

配
合

」
は

、
正

面
へ

の
新

た
な

注

意
事

項
に

記
載

し
た

こ
と

か
ら

削
除

 

○
本

品
は

業
務

用
で

す
。

 
○

本
品

は
業

務
用

で
す

。
（

注
４

）
 

（
注

４
）

は
、

細
則

第
４

条
７

で
規

定
 

○
次

の
方

に
は

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

○
次

の
方

に
は

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
※

 
※

は
、

細
則

第
７

条
１

(5
)、

２
で

規
定

 

・
今

ま
で

に
本

品
に

限
ら

ず
過

硫
酸

塩
配

合
の

製
品

で
か

ぶ
れ

た
こ

と
の

あ
る

方
 

・
今

ま
で

に
本

品
に

限
ら

ず
過

硫
酸

塩
配

合
の

脱
色

剤
で

か
ぶ

れ
た

こ
と

の
あ

る
方

 

 

・
過

硫
酸

塩
配

合
の

製
品

で
、

使
用

中
又

は
直

後
に

じ
ん

ま
疹

（
か

ゆ
み

、
発

疹
、

発
赤

）
あ

る
い

は
気

分
の

悪
さ

（
息

苦
し

さ
、

め

ま
い

等
）

を
経

験
し

た
こ

と
の

あ
る

方
 

・
今

ま
で

に
使

用
中

ま
た

は
直

後
に

気
分

の
悪

く
な

っ
た

こ
と

の
あ

る
方

 

 

・
頭

皮
あ

る
い

は
皮

膚
が

過
敏

な
状

態
に

な
っ

て
い

る
方

（
病

中
、

病
後

の
回

復
期

、
生

理
時

、
妊

娠
中

等
）

 

・
頭

皮
あ

る
い

は
皮

膚
が

過
敏

な
状

態
に

な
っ

て
い

る
方

（
病

中
、

病
後

の
回

復
期

、
生

理
時

、
妊

娠
中

等
）
（

注
２

）
 

（
注

２
）

は
、

細
則

第
４

条
４

で
規

定
 

・
頭

、
顔

、
首

筋
に

、
は

れ
も

の
、

傷
、

皮
膚

病
が

あ
る

方
 

・
頭

、
顔

、
首

筋
に

は
れ

も
の

、
傷

、
皮

膚
病

が
あ

る
方

 
 

・
腎

臓
病

、
血

液
疾

患
等

の
既

往
症

が
あ

る
方

 
 

 

○
脱

色
剤

・
脱

染
剤

の
第

１
剤

、
第

２
剤

と
混

合
し

て
使

用
す

る
酸

化
助

剤
で

す
。

本
品

の
単

独
使

用
や

脱
色

・
脱

染
以

外
の

目
的

で

○
脱

色
剤

・
脱

染
剤

の
第

１
剤

、
第

２
剤

と
混

合
し

て
使

用
す

る
酸

化
助

剤
で

す
。

本
品

を
単

独
で

使
用

し
た

り
、

他
の

目
的

で
使

用

（
注

５
）

は
、

細
則

第
４

条
５

で
規

定
 



 

1
0

 

の
使

用
は

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

し
た

り
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。
（

注
５

）
 

 
○

必
ず

混
合

す
る

脱
色

剤
・

脱
染

剤
の

第
１

剤
、

第
２

剤
に

添
付

の

説
明

書
を

よ
く

読
ん

で
正

し
く

お
使

い
く

だ
さ

い
。
（

注
５

）
 

（
注

５
）

は
、

細
則

第
４

条
５

で
規

定
 

○
ご

使
用

の
際

に
は

必
ず

適
切

な
手

袋
を

着
用

し
て

く
だ

さ
い

。
 

○
ご

使
用

の
際

に
は

必
ず

適
切

な
手

袋
を

着
用

し
て

く
だ

さ
い

。
※

 
※

は
、

細
則

第
７

条
１

(5
)、

２
で

規
定

 

○
眉

毛
、

ま
つ

毛
に

は
使

用
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 
○

眉
毛

、
ま

つ
毛

に
は

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
※

 
※

は
、

細
則

第
７

条
１

(5
)、

２
で

規
定

 

○
幼

小
児

の
手

の
届

か
な

い
と

こ
ろ

に
保

管
し

て
く

だ
さ

い
。

 
○

幼
小

児
の

手
の

届
か

な
い

と
こ

ろ
に

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 

○
高

温
や

直
射

日
光

を
さ

け
て

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
 

○
高

温
や

直
射

日
光

を
避

け
て

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
（

注
３

）
 

（
注

３
）

は
、

細
則

第
９

条
で

規
定

 

   


